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前村　佳幸：第二尚氏王統の系図・神主配置と尚寧王

は
じ
め
に

　
東
ア
ジ
ア
の
君
主
制
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
父
か
ら
息
子
へ
と
君
主
の
位
が
継
承

さ
れ
て
い
く
と
い
う
父
系
の
原
理
が
自
明
と
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
必
ず

し
も
常
に
実
現
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
生
前
に
擬
制
の
嗣
子
を
立
て
る
こ
と

さ
え
で
き
な
い
状
況
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
一
日
で
も
君
主
が
存

在
し
な
い
と
い
う
事
態
は
避
け
ね
ば
な
ら
ず
（『
遺
老
説
伝
』
巻
一
冒
頭
）、
同
一
世

代
で
あ
る
兄
弟
や
従
兄
弟
、
場
合
に
よ
っ
て
は
叔
姪
の
続
柄
の
者
が
継
承
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
中
国
の
場
合
、
君
主
の
同
族
（
宗
室
）
か
ら
皇
太
子
と
同
一
世
代
の
者

を
選
び
出
す
こ
と
が
、〝
昭
穆
相
当
〟
と
し
て
最
も
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
世

代
交
替
の
原
理
は
民
間
の
継
承
に
お
い
て
も
広
く
受
容
さ
れ
た
と
い
う１

。

　
第
二
尚
氏
王
統
に
お
い
て
、
尚
寧
は
か
ろ
う
じ
て
「
五
服
」
の
親
族
範
囲
に
入
る

「
族
伯
叔
父
」
尚
永
王
の
嗣
子
と
し
て
即
位
し
、
自
身
に
も
男
子
が
な
く
、
遠
縁
の

甥
を
嗣
子
と
し
て
立
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
王
の
系
図
と
祭
祀
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
本
稿
の
主
た
る

目
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
普
段
あ
え
て
想
定
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
状
況
が
出
来

す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
の
理
念
と
矛
盾
と
が
浮
き
彫
り
と
な
り
、
王
朝
時
代
に
生

き
た
人
々
の
意
識
や
決
断
の
分
岐
点
を
探
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　
尚
寧
の
王
代
（
一
五
八
九
～
一
六
二
〇
年
）
と
い
え
ば
、
途
中
に
「
薩
摩

入
り
」
と
い
う
未
曾
有
の
事
変
が
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
琉
球
の
政
治
・
社
会
・

文
化
は
大
き
く
変
動
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
代
背
景
の
下
、
文
字

記
録
の
史
的
活
用
と
独
自
の
史
観
に
よ
る
史
書
の
編
纂
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、和
文
体
の
向
象
賢
『
中
山
世
鑑
』（
一
六
五
〇
年
）

よ
り
、一
八
世
紀
の
前
半
に
お
け
る
漢
文
体
の
蔡
鐸
『
中
山
世
譜
』
の
編
纂
、

蔡
温
に
よ
る
同
書
の
改
修
、
そ
し
て
鄭
秉
哲
ら
に
よ
る
『
球
陽
』
と
同
書
附

巻
お
よ
び
外
巻
『
遺
老
説
伝
』
と
し
て
結
実
す
る２

。
そ
の
編
纂
者
は
、
羽
地

朝
秀
（
向
象
賢
）
を
除
き
、
中
国
へ
の
留
学
・
渡
航
経
験
者
で
あ
り
、
中
国

の
典
籍
や
史
籍
編
纂
に
知
見
が
あ
っ
た
。『
球
陽
』
と
『
中
山
世
譜
』
の
共

通
性
と
し
て
は
、
仕
次
（
記
事
追
加
）
と
対
日
関
係
を
中
心
と
し
た
附
巻
の

編
纂
が
上
げ
ら
れ
る
。
系
図
、
凡
例
と
序
文
の
有
無
が
異
な
る
点
で
あ
る
。

そ
し
て
、
一
九
七
二
年
の
『
中
山
世
譜
』
蔡
鐸
本
の
発
見
に
よ
り
、
蔡
温
に

よ
る
修
訂
の
部
分
が
明
確
と
な
っ
た３

。

　
漢
文
に
よ
る
修
史
制
度
の
確
立
と
並
行
し
て
、
宗
廟
（
太
廟
）
と
い
う
中

国
的
な
国
家
的
祭
祀
制
度
も
展
開
し
た
。
第
二
尚
家
の
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て

は
、
豊
見
山
和
行
氏
が
近
世
琉
球
の
国
家
的
自
立
性
の
展
開
と
い
う
観
点
か

第
二
尚
氏
王
統
の
系
図
・
神
主
配
置
と
尚
寧
王 

―
昭
穆
観
念
と
の
関
連
性
―
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ら
、『
球
陽
』
に
よ
り
制
度
の
沿
革
を
た
ど
り
、
さ
ら
に
尚
寧
王
の
継
嗣
問
題
、
王

位
継
承
と
祭
祀
、
尚
寧
王
と
尚
豊
王
と
の
関
係
、
崇
元
寺
に
お
け
る
歴
代
国
王
の
神

主
配
置
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
特
に
注
意
す
べ
き
は
、「
御
宗
廟
御
位
牌
加
那
志

儀
ニ
付
詮
議
事
」
と
題
す
る
史
料
に
基
づ
き４

、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に

か
け
て
王
府
が
「
宗
廟
祭
祀
を
中
国
的
規
範
に
基
づ
い
て
再
編
し
て
い
た
」
と
い
う

指
摘
で
あ
る５

。
こ
の
史
料
は
明
治
時
代
に
幕
末
維
新
期
の
史
料
と
す
る
た
め
に
抜
き

書
き
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も６

、
重
要
な
記
録
を
今
に
伝
え
て
い
る
。
た
だ

し
、
宗
廟
と
い
い
な
が
ら
、
古
来
か
ら
の
仏
寺
の
境
内
に
設
定
し
た
よ
う
に
、
琉
球

側
の
都
合
や
論
理
が
強
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
儒
教
的
規
範
な
ど
の
文
化
的
影
響
と
変
容
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い

て
、
こ
の
史
料
中
の
言
説
か
ら
直
接
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
手
法
と
し
て
な

お
不
十
分
で
あ
り
、
彼
ら
が
意
識
し
た
中
国
の
法
式
や
言
説
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
す

べ
き
で
あ
る７

。
そ
し
て
、
そ
れ
は
中
国
を
基
準
と
し
て
琉
球
に
お
け
る
類
似
性
や
差
異

の
み
を
指
摘
す
る
よ
う
な
枠
組
み
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
な
お
、蔡
温
修
訂
の
『
中
山
世
譜
』
は
、尚
侯
爵
家
本
（
御
側
御
物
）
を
底
本
と
し
、

戦
前
に
沖
縄
県
立
図
書
館
本
と
校
合
し
た
、
横
山
重
（
編
）『
琉
球
史
料
叢
書
』（
東

京
美
術
、
一
九
七
一
年
）
が
通
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、『
琉
球
史
料
叢
書
』
第
四

巻
の
系
図
は
、
王
位
継
承
の
順
序
の
観
点
か
ら
一
部
改
変
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
中

山
世
鑑
』『
中
山
世
譜
』
の
系
図
は
、
評
定
所
格
護
本
と
さ
れ
る
沖
縄
県
立
博
物
館
・

美
術
館
所
蔵
本
を
利
用
す
る
。

第
一
章

　『
中
山
世
譜
』
に
お
け
る
尚
寧
王

　
尚
寧
の
王
代
、
薩
摩
に
攻
略
さ
れ
て
実
質
的
に
そ
の
「
附
養
」
と
な
り
、
こ
の
状

況
に
反
発
し
た
明
朝
が
「
十
年
一
貢
」
を
言
い
出
す
な
ど
、
琉
球
は
多
難
な
状
況
下

あ
っ
た
。
東
恩
納
寛
惇
に
よ
る
と
、琉
球
史
書
に
お
い
て
は
、附
巻
は
別
と
し
て
、「
薩

琉
関
係
の
事
項
は
す
べ
て
」
削
除
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
薩
摩
の
侵
攻
と
王
の
連

行
に
つ
い
て
は
、『
球
陽
』
本
巻
だ
け
で
な
く
、
中
国
年
号
を
も
っ
て
編
年
さ
れ
て

い
る
『
中
山
世
譜
』
の
本
巻
で
も
、
い
つ
の
事
件
な
の
か
明
記
さ
れ
て
い
る８

。

　
小
稿
で
は
、
こ
の
記
事
に
対
す
る
清
人
の
所
感
を
詳
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
康
煕

五
八
年
（
一
七
一
九
）、
尚
敬
王
の
冊
封
の
た
め
に
渡
来
し
た
徐
葆
光
は
国
王
の
婚

姻
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

首
里
の
四
大
姓
は
、
向
・
翁
・
毛
・
馬
な
り
。
向
姓
、
即
ち
国
王
尚
姓
の
別
族

に
し
て
　
少や

や

遠
け
れ
ば
、
則
ち
向
と
称
し
以
て
之
を
別
つ
。
故
に
世よ

よ世
王
家
と

婚
姻
を
通
じ
ず
。
其
の
本
国
人
、
王
家
と
婚
姻
す
る
者
、
た
だ
翁
・
毛
・
馬
三

姓
に
し
て
、
世よ

よ

王
舅
・
法
司
た
り
。（
徐
葆
光
『
中
山
伝
信
録
』
巻
五
、
氏
族
）

　
こ
の
記
述
を
踏
ま
え
て
い
る
の
か
、
嘉
慶
五
年
（
一
八
〇
〇
）、
尚
穆
王
の
孫
尚

温
冊
封
の
た
め
に
来
航
し
た
冊
封
使
の
応
対
に
お
い
て
、琉
球
側
の
役
人
（
楊
文
鳳
）

は
「
首
里
の
七
大
姓
は
世よ

よ

王
室
の
為た

め

に
婚
姻
す
」
と
説
明
し
た
け
れ
ど
も９

、
李
鼎
元

は
尚
温
王
か
ら
借
り
受
け
た
『
中
山
世
譜
』
を
参
照
し
て
国
王
を
め
ぐ
る
同
姓
不
婚

（
中
国
的
家
族
原
理
の
一
つ
）
の
原
則
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
、
応
接
の
役

人
（
向
天
迪
）
が
王
妃
は
始
祖
の
異
な
る
別
系
統
の
出
自
で
あ
る
と
い
う
事
実
と
は

異
な
る
説
で
弁
明
す
る
一
幕
が
あ
っ
た
。

余
又
た
問
う「
国
王
の
親
支
は
四
世
に
し
て
後
に
輒
ち
向
に
改
姓
す
。
昨
に『
中

山
世
譜
』
を
閲
す
る
に
、王
妃
に
向
姓
有
り
。
豈
に
同
姓
に
し
て
婚
を
為
す
か
」

と
。（
向
天
迪
）
対
え
て
曰
く
「
否
。
首
里
に
二
向
有
り
。
一
つ
は
前
王
尚
円

の
後
為
り
て
、
今
の
国
王
の
始
祖
な
り
。
一
つ
は
前
代
尚
巴
志
の
後
為
り
て
、

今
婚
姻
を
通
ず
る
に
与
る
所
の
者
な
り
」
と
。
余
始
め
て
釈
然
た
り
。
世
譜
は

即
ち
世
鑑
、
前
王
尚

し
ょ
う

穆ぼ
く

、
今
の
名
に
改
む
。
昨
に
世
孫
よ
り
借
視
す
。
乃
ち

中
山
第
一
の
書
籍
な
り
。（
李
鼎
元
『
使
琉
球
記
』
巻
四
、七
月
二
十
三
日
癸
卯
）

　
李
鼎
元
が
実
見
し
た
の
が
向
象
賢
の
『
中
山
世
鑑
』
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
と
し
て
、
蔡
鐸
本
・
蔡
温
本
ど
ち
ら
の
『
中
山
世
譜
』
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

収
録
さ
れ
る
系
図
に
差
異
が
存
在
す
る
の
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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蔡
鐸
本
に
は
、「
中
山
王
世
系
図
」（
舜
天
王
～
尚
敬
王
）、「
舜
天
王
之
系
図
」（
三

世
三
代
）、「
英
祖
王
之
系
図
」（
五
世
五
代
）、「
察
度
王
之
系
図
」（
二
世
二
代
）、「
尚

思
紹
王
系
図
」（
六
世
七
代
）、「
尚
稷
王
之
系
図
」（
尚
円
の
父
尚
稷
～
尚
敬
王
）
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
蔡
温
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
歴
代
国
王
世
統
総
図
」（
天

孫
氏
二
五
紀
～
当
今
王
統
万
万
世
）、「
舜
天
王
世
統
図
」（
三
世
三
代
）、「
英
祖
王

世
統
図
」（
五
世
五
代
）、「
察
度
王
世
統
図
」（
二
世
二
代
）、「
尚
思
紹
王
世
統
図
」

（
四
世
七
代
）、
そ
し
て
「
大
琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
で
あ
る
。
蔡
鐸
本
と

蔡
温
本
と
を
比
べ
る
と
「
尚
思
紹
王
系
図
」
と
「
尚
思
紹
王
世
統
図
」、と
り
わ
け
「
尚

稷
王
之
系
図
」
と
「
大
琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
と
の
間
に
大
き
な
相
違
が
認

め
ら
れ
、
蔡
鐸
と
蔡
温
の
見
識
を
反
映
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
全
体
的

な
検
討
は
、
小
稿
の
課
題
を
越
え
る
作
業
と
な
る
の
で
、
尚
寧
王
に
関
連
す
る
範
囲

に
留
め
て
お
く
。

　
成
化
八
年
（
一
四
七
二
）、
即
位
し
て
か
ら
三
年
後
に
第
二
尚
氏
初
代
の
尚
円
王

は
尚
徳
王
の
「
世
子
」
と
し
て
明
朝
の
冊
封
を
受
け
た
。「
中
山
王
世
系
図
」
で
は
、

ラ
イ
ン
を
伸
ば
し
て
同
じ
位
置
に
置
く
も
、
尚
円
王
は
尚
徳
王
と
結
び
付
け
ら
れ
て

い
る
【
図
１
】。「
尚
思
紹
王
系
図
」
に
よ
り
尚
徳
王
で
第
一
尚
氏
が
絶
え
、「
尚
稷

王
之
系
図
」
に
よ
り
尚
円
王
・
尚
宣
威
王
の
父
尚
稷
か
ら
第
二
尚
氏
が
始
ま
っ
た
と

い
う
系
譜
観
が
示
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、「
歴
代
国
王
世
統
総
図
」
の
方
で
は
、

尚
徳
王
の
後
に
「
当
今
王
統
万
万
世
」
と
記
し
、
第
一
尚
氏
と
第
二
尚
氏
と
の
区
別

を
よ
り
明
確
化
し
て
い
る
【
図
２
】。
ま
た
、「
中
山
王
世
系
図
」
で
は
、
尚
寧
王
の

次
世
代
と
し
て
尚
豊
王
を
配
し
て
い
る
。
兄
弟
の
尚
円
王
・
尚
宣
威
王
、
尚
賢
王
・

尚
質
王
に
つ
い
て
は
、
並
列
さ
せ
て
兄
か
ら
弟
へ
と
同
じ
世
代
間
で
の
継
承
で
あ
る

こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
、
特
別
な
意
図
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
同
姓
と
は

い
え
始
祖
が
異
な
る
と
い
う
向
天
迪
の
説
明
に
納
得
し
た
と
い
う
李
鼎
元
が
見
た
も

の
は
、
蔡
温
本
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
大
琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
で
は
、

尚
寧
王
と
尚
豊
王
は
並
列
し
て
お
り
【
図
３
】、『
中
山
世
譜
』
が
記
す
間
柄
に
即
し

【図１】　「中山王世系図」　蔡鐸本『中山世譜』（沖縄県立博物館・美術館所蔵）
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【図２】　「歴代国王世統総図」（蔡温本『中山世譜』、沖縄県立博物館・美術館所蔵）

【図３】　「大琉球国中山万世王統之図」（一部抜粋）蔡温本『中山世譜』（沖縄県立博物館・美術館所蔵）
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た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
李
鼎
元
に
は
新
た
な
疑
問
が
生
じ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、『
中
山
世
譜
』
巻
七
の
尚
寧
王
の
部
分
を
見
る
と
、

父
、
尚
永
王
。

母
、
島
尻
佐
司
笠
按
司
加
那
志
。
童
名
真
満
金
。
号
坤
功
。

妃
、
阿
応
理
屋
恵
按
司
加
那
志
。
童
名
真
銭
金
。
号
蘭
叢
〈
生
寿
伝
わ
ら
ず
。

乃
ち
尚
永
王
の
長
女
。
康
煕
二
年
癸
卯
八
月
七
日
卒
す
。
天
山
御
墓
に
葬
ら
る
。

乾
隆
二
十
四
年
己
卯
十
一
月
二
十
一
日
、
極
楽
陵
に
移
葬
す
〉。

と
あ
り
、
割
注
に
よ
れ
ば
、
尚
永
王
の
長
女
を
妃
と
し
て
い
る
の
で
、
系
譜
上
〝
王

族
結
婚
〟
は
明
白
に
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
訂
正
案
」

が
存
在
し
、
東
恩
納
寛
惇
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
系
図
座
関
係
者
か
ら
出
た
と
み
ら
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
王
妃
の
尚
な
い
し
向
姓
を
馬
な
い
し
毛
姓
に
書
き
換
え
る
提
案
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
王
家
を
め
ぐ
る
人
間
関

係
が
不
明
瞭
と
な
り
、
史
書
と
し
て
の
存
在
意
義
を
失
い
か
ね
な
い
。
東
恩
納
寛
惇

は
、
そ
う
し
た
主
張
が
存
在
し
た
こ
と
に
注
目
し
、
琉
球
に
お
け
る
対
外
的
矛
盾
の

一
例
と
し
て
い
る10

。

　
も
っ
と
も
、
王
に
は
他
姓
の
夫
人
も
お
り
、
妃
の
地
位
に
つ
い
て
は
聞
得
大
君
と

い
う
琉
球
固
有
の
宗
教
的
権
威
と
も
密
接
に
関
連
し
て
く
る
。
と
も
あ
れ
、
系
図
の

み
で
は
王
と
先
代
と
の
続
柄
は
分
か
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
大
琉
球
国
中
山
万

世
王
統
之
図
」
で
は
、尚
真
王
の
四
世
孫
（
玄
孫
）
は
尚
寧
王
と
尚
豊
王
で
あ
る
が
【
図

３
】、『
中
山
世
譜
』
巻
七
尚
寧
王
の
「
附
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
、
尚
寧

が
尚
永
王
の
遠
縁
の
甥
（
再
従
姪
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。

尚
寧
王
は
乃
ち
尚
真
王
の
玄
孫
な
り
。
尚
真
王
が
長
子
尚
維
衡
〈
浦
添
王
子
と

称
す
〉、尚
弘
業〈
浦
添
王
子
と
称
す
〉を
生
む
。
尚
弘
業〈
与
那
城
王
子
と
称
す
。

附
巻
に
詳
載
す
〉
は
懿
を
生
む
。

尚
し
ょ
う

懿い

は
尚
寧
王
〈
浦
添
王
子
と
称
号
す
〉
を
生
む
。
其
の
母
は
乃
ち
尚
永
王
の

妹
な
り
。
名
づ
け
て
首
里
大
君
加
那
志
と
称
す
。
号
は
一
枝〈
附
巻
に
詳
載
す
〉。

時
に
尚
永
王
に
嗣
無
し
。
故
に
尚
寧
王
は
命
を
奉
じ
、
大
統
を
入
継
す
。

　
す
な
わ
ち
、
尚
真
王
の
子
尚
清
王
の
直
系
が
尚
元
・
尚
永
二
世
二
代
で
絶
え
、
傍

系
の
尚
寧
が
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
尚
寧
の
妃
の
部
分
に
は
「
倶
に
生

息
無
し
。故
に
尚
元
王
が
第
三
子
尚
久
の
第
四
子
尚
豊
を
以
て
世
子
と
為
す
」と
あ
っ

て
、
自
身
に
も
妃
や
夫
人
（
傅
姓
、
章
姓
）
と
の
間
に
子
が
無
く
、
次
の
継
承
者
が

尚
豊
に
な
っ
た
と
い
う
。
尚
永
王
は
尚
元
王
の
次
子
で
あ
る
か
ら
、
尚
寧
と
尚
豊
と

は
高
祖
父
が
同
じ
尚
真
王
で
あ
り
同
一
世
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
中
山
伝
信
録
』

巻
三
に
掲
載
さ
れ
る
「
中
山
世
系
図
」
で
は
、
王
統
を
区
別
せ
ず
、
尚
賢
・
尚
質
が

兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
例
外
と
し
て
歴
代
王
の
先
後
関
係
を
上
下
の
ラ
イ
ン
で
表
示
し

て
い
る
が
、
中
山
世
系
の
本
文
で
は
、
尚
永
王
を
継
い
だ
尚
寧
は
「
尚
真
王
の
孫
た

る
尚
懿
の
子
」
と
し
、
尚
永
は
「
尚
元
の
第
二
子
」、
尚
元
は
「
尚
清
王
第
二
子
」、

そ
し
て
尚
清
は
「
尚
真
王
の
第
五
子
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
尚
永
王
と
尚
寧
王
は

そ
れ
ぞ
れ
尚
真
王
三
世
孫
、
四
世
孫
に
あ
た
り
、
尊
卑
の
関
係
を
認
識
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
尚
豊
王
に
つ
い
て
は
「
尚
永
が
弟
尚
久
の
第
四
子
」
と

あ
る
の
で
、
徐
葆
光
も
李
鼎
元
も
尚
寧
王
と
同
一
世
代
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
同
様
に
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
の
「
大
琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
に
は
、
尚

元
王
の
息
子
と
し
て
尚
康
伯
・
尚
永
王
・
尚
久
が
配
さ
れ
る
が
、
尚
豊
王
は
実
父
尚

久
の
下
で
は
な
く
尚
寧
王
の
次
に
位
置
す
る
【
図
３
】。
こ
れ
は
、
親
族
関
係
よ
り

も
即
位
の
前
後
に
よ
る
君
主
の
序
列
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
叙

述
部
分
で
は
実
際
の
親
族
関
係
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
系
図
と
の
整
合
性
に
齟

齬
が
生
じ
る
。
こ
の
系
図
で
は
、
尚
豊
王
の
四
男
四
女
は
、
最
初
に
生
ま
れ
た
尚
恭

を
軸
に
し
て
、
次
に
生
ま
れ
た
長
女
を
左
に
配
し
、
以
降
出
生
順
に
左
右
交
互
に
並

べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
扱
い
は
尚
円
王
以
下
、
尚
真
王
、
尚
清
王
、
尚
元
王
の
子

女
も
同
様
で
あ
り
、
次
女
を
左
に
配
す
る
尚
永
王
の
部
分
が
変
則
的
と
い
え
る
。

　
親
族
関
係
に
つ
い
て
は
、『
中
山
世
鑑
』（
本
文
は
尚
元
王
の
直
前
ま
で
）
の
「
先
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国
王
尚
円
以
来
世
系
図
」（
尚
賢
王
・
尚
質
王
ま
で
掲
載
）
で
は
容
易
に
判
読
で
き

る
が
、
そ
れ
は
右
か
ら
左
へ
と
家
系
の
分
岐
を
表
示
す
る
和
式
だ
か
ら
で
あ
る
【
図

４
】。
こ
こ
で
、
成
立
順
か
ら
す
る
と
最
初
に
作
成
さ
れ
た
【
図
４
】
の
特
徴
に
つ

い
て
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
系
図
で
は
、
姓
名
（
唐
名
）
と
死
後
に
呼
ば

れ
る
号
と
が
混
在
し
て
お
り
、
生
前
の
称
号
と
字

あ
ざ
な

（
童
名
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
子

女
を
網
羅
す
る
点
が
中
国
人
の
系
図
と
大
き
く
異
な
り
、
嫡
出
庶
出
も
区
別
し
て
い

な
い
。
聞
得
大
君
（
キ
コ
エ
ヲ
ホ
キ
三
）
以
外
の
女
子
は
「
王
子
」
と
称
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
後
に
「
按
司
加
那
志
」
と
表
記
さ
れ
る
。
き
ょ
う
だ
い
が
出
生
順
に

右
か
ら
左
へ
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、【
図
３
】
と
全
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
琉

球
史
料
叢
書
本
の
系
図
で
は
、
底
本
の
ま
ま
王
の
子
女
を
こ
の
基
準
に
合
わ
せ
て
配

列
し
直
し
て
い
な
い
の
で
注
意
を
要
す
る
。
先
に
示
し
た
『
中
山
伝
信
録
』
で
は
、

尚
清
王
は
「
第
五
子
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
女
子
を
除
い
て
数
え
て
い
る
。
尚
清
王

が
兄
越
来
王
子
の
前
（
右
）
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
【
図
４
】
の
変
則
点
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
尚
永
王
の
長
女
・
次
女
と
尚
豊
王
の
女
子
四
名
の
部
分
が
空
白
で
、
尚

久
の
七
女
と
八
女
の
片
方
の
ラ
イ
ン
が
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
後
か
ら
書
き
加
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
代
わ
り
、王
位
継
承
の
序
列
は
一
見
し
て
分
か
り
に
く
い
。

そ
れ
は
、
即
位
し
た
事
績
は
な
く
と
も
王
の
実
父
な
い
し
実
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
尚
寧
・
尚
豊
の
父
や
尚
豊
の
子
尚
恭
に
つ
い
て
王
と
表
記
し
て
お
り
、
実
際
の

国
王
は
姓
名
の
み
記
し
先
国
王
と
い
う
語
と
神
号
（『
中
山
世
譜
』
巻
六
に
よ
る
と
、

尚
円
王
の
神
号
は
金
丸

0

0

按
司
添
末
続
之
王
仁
子
。
尚
賢
王
か
ら
神
号
が
記
さ
れ
な
く

な
る
）
を
附
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
、【
図
３
】
で
は
、
き
ょ
う
だ
い
の

中
で
王
位
に
即
い
た
者
は
一
文
字
上
げ
（
単
擡
）
と
し
て
い
る
の
で
、明
確
で
あ
る
。

　
ど
の
よ
う
な
系
図
に
お
い
て
も
、
即
位
の
先
後
関
係
と
世
代
の
尊
卑
と
が
合
致
し

な
け
れ
ば
、
両
方
を
同
時
に
表
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。「
大
琉
球
国
中
山
万

世
王
統
之
図
」
で
も
ラ
イ
ン
を
一
旦
下
に
引
い
て
横
に
つ
な
げ
る
工
夫
に
よ
っ
て
、

同
一
世
代
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
厳
密
に
は
兄
弟
な
の

【図４】　「先国王尚円以来世系図」（『中山世鑑』、沖縄県立博物館・美術館所蔵）
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か
従
兄
弟
な
の
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
【
図
３
】。
君
主
の
系
図
で
は
、
尊
卑
長
幼

の
序
と
は
別
の
即
位
の
先
後
を
明
示
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
か
と
い
っ
て
、

国
王
の
祖
先
祭
祀
を
国
家
的
儀
礼
に
位
置
づ
け
、
中
国
的
な
宗
廟
制
度
を
導
入
し
て

い
っ
た
近
世
琉
球
王
朝
で
は
、前
者
を
捨
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、『
中
山
世
譜
』
を
修
訂
し
て
「
尚
稷
王
之
系
図
」
を
「
大
琉
球
国
中

山
万
世
王
統
之
図
」
に
差
し
替
え
た
蔡
温
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
章
を
あ
ら
た
め
、
若
干
検
討
し
て
み
た
い
。

第
二
章

　「
大
琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
に
お
け
る
蔡
温
の
王
統
観

　
雍
正
三
年
（
一
七
二
五
）
二
月
に
呈
上
さ
れ
た
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
の
「
凡
例

十
条
」
は
、
蔡
温
の
修
史
に
関
す
る
思
想
を
示
し
て
お
り
、
蔡
温
の
全
集
を
編
む
際

に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
第
一
条
に
次
の
よ
う
に
あ

る
。

世
と
は
国
王
父
子
兄
弟
相
い
伝
う
る
の
次
、統
と
は
有
統
・
無
統
の
別
な
り
。今
、

悉
く
図
を
定
む
れ
ば
、
而
ち
世
統
は
自
ら
明
ら
か
な
り
。
読
む
者
を
し
て
図
を

披ひ
ら

か
し
む
れ
ば
、
而
ち
昭
穆
は
考
え
易
く
、
故
に
以
て
諸
巻
の
首
に
冠
す
。

　
こ
こ
で
蔡
温
は
「
世
」
を
王
位
継
承
の
序
列
と
し
、「
統
」
を
二
つ
に
区
分
し
た

上
で
「
世
統
」
と
い
う
語
を
合
成
し
て
い
る
。
父
か
ら
子
の
み
な
ら
ず
、
兄
か
ら
弟

へ
と
君
主
の
位
（
世
）
が
継
承
さ
れ
る
現
実
に
鑑
み
る
と
、
他
の
家
系
（
統
）
に
王

位
を
継
承
さ
せ
て
断
絶
す
る
者
（
無
統
）
と
傍
系
か
ら
継
承
し
て
続
け
て
い
く
者
（
有

統
）
と
に
分
か
れ
る
の
で
、
系
図
は
そ
れ
を
区
別
し
な
が
ら
、「
世
統
」
が
連
続
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
実
際
、
蔡
鐸

本
で
は
「
系
図
」
と
題
し
て
い
る
の
を
蔡
温
本
で
は
「
世
統
図
」
と
改
め
て
い
る
。

そ
し
て
、「
大
琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
で
は
、
尚
寧
と
尚
豊
と
を
並
行
さ
せ

な
が
ら
結
ん
で
い
る
の
で
、
同
一
世
代
で
あ
る
こ
と
、
た
と
え
尚
寧
に
落
胤
が
い
た

と
し
て
も
「
無
統
」
に
な
っ
た
こ
と
、
弟
が
継
い
だ
尚
賢
王
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
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見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
、
王
位
継
承
の
序
列
（
世
）
に
連
な
ら
な
い
尚
久
を
実
子
の

尚
豊
王
に
結
び
付
け
な
い
が
、
こ
れ
は
尚
久
の
子
孫
の
家
統
が
世
統
で
は
な
い
こ
と

も
示
す
。
他
方
に
お
い
て
、「
王
世
子
尚
純
」
を
系
図
に
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

尚
貞
王
は
孫
の
尚
益
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
粗
略
に
し
な
い
。
こ
れ

は
、
蔡
温
以
降
の
『
中
山
世
譜
』
の
仕
次
で
も
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
尚
穆
王
と
孫
の

尚
温
王
と
の
間
に
「
王
世
子
尚
哲
」
を
配
し
て
い
る
。

　
請
封
の
際
、尚
敬
は
冊
封
の
大
典
を
挙
行
し
た
先
王
尚
貞
と
の
続
柄
に
即
し
て「
王

世
曾
孫
」
と
称
し
た
が
、
こ
れ
は
尚
貞
の
「
王
世
子
」
尚
純
の
孫
で
あ
る
こ
と
を
含

意
し
て
い
る11

。
同
じ
く
「
世
孫
」
尚
温
は
尚
哲
の
子
と
い
う
こ
と
で
あ
る12

。
尚
育
も

即
位
後
の
請
封
で
従
兄
の
尚
成
を
「
臣
祖
」、
先
代
の
尚
灝
を
「
臣
父
」
と
表
記
し

て
い
る13

。
即
位
の
先
後
関
係
を
世
代
の
尊
卑
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
冊
封

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
代
替
わ
り
を
認
知
し
て
も
ら
っ
た
上
で
さ
ら
に
世
代

の
違
い
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
系

図
で
は
尚
益
王
・
尚
温
王
に
「
大
統
」
を
継
承
さ
せ
た
の
は
王
た
る
祖
父
で
は
な
く

「
世
子
」
た
る
父
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
「
王
世
子
尚
哲
」
に
つ
い
て
、『
中
山
世
譜
』
で
は
、「
世
子
薨
ず
る
を
以

て
、
い
ま
だ
即
位
に
及
ば
ず
。
止
だ
正
統
の
重
き
を
以
て
、
追
尊
し
王
と
称
す
。
故

に
王
統
図
中
に
、敢
て
王
と
称
さ
ず
」
と
説
明
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、本
文
で
は
「
尚

純
王
」「
尚
哲
王
」
と
表
記
し
て
お
り
、
系
図
以
上
に
直
系
（
正
統
）
を
尊
重
し
た

扱
い
で
あ
る
。『
球
陽
』
の
場
合
、
巻
五
の
尚
寧
王
以
降
は
、
王
代
ご
と
に
一
巻
と

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
尚
益
王
や
尚
成
王
の
よ
う
に
短
命
で
あ
っ
た
王
に
つ
い

て
は
、
先
王
と
同
巻
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
王
代
は
即
位
の
経
緯
な
ど
を
示
す
こ

と
な
く
順
番
通
り
に
配
列
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
王
の
系
統
や
世
代
・
続
柄
を
知
る

こ
と
の
で
き
る
『
中
山
世
譜
』
と
対
照
的
で
あ
る
。

　『
球
陽
』
の
主
筆
は
官
生
と
し
て
北
京
の
国
士
監
で
学
ん
だ
鄭
秉
哲
で
あ
る
。
尚

敬
王
一
九
年
（
一
七
三
一
）、
鄭
秉
哲
は
『
中
山
世
譜
』
の
修
訂
に
携
わ
り
、
さ
ら

に
『
球
陽
』
に
取
り
組
ん
だ
。『
球
陽
』
の
編
纂
方
針
に
対
す
る
蔡
温
の
見
解
は
不

明
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
説
話
的
内
容
を
外
巻
『
遺
老
説
伝
』
と
し
て
弁
別
し
た
こ

と
は
、「
遺
老
の
説
伝
」
に
対
す
る
蔡
温
の
否
定
的
態
度
と
関
連
性
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、
蔡
温
の
意
向
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、『
球
陽
』
で
は
、
王
代
の
先
後
関
係
に
基
づ
い
た
王
府
内
外
の
ク
ロ
ニ

ク
ル
な
歴
史
事
象
の
整
理
を
は
か
り
、『
中
山
世
譜
』
で
は
王
族
内
部
の
錯
綜
し
た

親
族
関
係
を
把
握
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
性
格
づ
け
を
は
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
近
世
中
国
で
も
明
の
天
啓
帝
か
ら
崇
禎
帝
の
よ
う
に
、
兄
か
ら
弟
へ

と
尊
卑
間
で
は
な
く
長
幼
の
序
で
帝
位
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
を
弟
が
兄
の
嗣
子
と
な
る
「
順
養
子
」
と
同
様
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
崇
禎
帝
が
先
帝
に
謚
と
廟
号
（
熹
宗
）
を
奉
っ
た
詔
で
は
、
先
帝
は
「
皇
兄

大
行
皇
帝
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る14

。
こ
の
詔
勅
は
『
歴
代
宝
案
』
に
も
収
録
さ
れ
て

い
る
か
ら15

、
琉
球
側
と
り
わ
け
久
米
村
方
に
と
っ
て
全
く
知
ら
な
い
事
柄
で
も
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
中
国
の
宗
廟
制
度
に
お
い
て
は
、同
一
世
代
で
あ
る
兄
弟
・
従
兄
弟
の
神
主
は「
昭
」

か
「
穆
」
か
ど
ち
ら
か
同
じ
位
置
に
あ
る
か
ら
、〝
順
養
子
〟
は
〝
昭
穆
不
相
当
〟

と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
明
朝
で
は
、
正
徳
帝
（
武
宗
）
が
急
死
す
る
と
、
従
弟
の

嘉
靖
帝
（
世
宗
）
が
即
位
し
た
が
、
こ
の
時
「
大
礼
の
議
」
が
起
こ
っ
た
。
結
局
の

と
こ
ろ
、
新
帝
の
意
向
通
り
、
先
帝
の
称
謂
を
「
皇
兄
」
と
定
め
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
清
代
の
史
学
者
趙
翼
は
、「
統
と
嗣
と
は
必
ず
し
も
父
死

し
子
継
ぐ
に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
主
張
を
評
価
し
、
先
帝
と
は
い
え
兄
や
従
兄
を

父
と
す
る
こ
と
は
不
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
道
義
的
に
も
あ
り
得
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
伯
父
の
弘
治
帝
（
孝
宗
）
か
ら
事
前
に
継
承
候
補
者
と
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
前
漢
の
成
帝
と
哀
帝
、
北
宋
の
仁
宗
と
英
宗
の
よ
う
に
、
擬
制
上
の
親

子
関
係
も
成
立
し
な
い
と
い
う
論
理
を
支
持
し
て
い
る16

。
そ
れ
で
も
、
太
祖
朱
元
璋
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の
父
系
の
子
孫
が
継
ぐ
の
だ
か
ら
、
明
朝
が
断
絶
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
中
国
と
歴
史
・
文
化
そ
し
て
制
度
が
同
一
で
は
な
い
琉
球
に
お

い
て
も
、
王
朝
の
存
続
は
「
世
統
」「
大
統
」
の
持
続
と
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
蔡

温
は
系
図
上
で
傍
系
に
よ
る
継
承
と
い
う
事
実
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
第
二
尚
氏
王

統
の
連
続
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

　尚
寧
王
の
継
嗣
問
題

　
さ
て
、
尚
寧
王
の
後
を
同
じ
世
代
と
は
い
え
親
子
ほ
ど
年
の
離
れ
た
尚
豊
が
後

を
継
い
だ
の
で
あ
る
が
（
尚
寧
一
五
六
四
年
生
ま
れ
、
尚
豊
一
五
九
〇
生
ま
れ
）、

『
中
山
世
譜
』
巻
八
尚
豊
王
の
本
文
で
「
父
、
尚
寧
」
と
記
す
背
景
は
複
雑
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
尚
寧
王
に
は
、
生
前
嫡
子
に
し
た
尚
恭
（
朝
良
、
一
六
一
二
～

一
六
三
一
年
）
が
い
た
の
に
、王
が
一
六
二
〇
年
（
万
暦
四
八
年
庚
申

：

泰
昌
元
年
）

に
没
し
た
後
、
王
府
で
は
幼
少
を
理
由
に
「
群
臣
相
議
」
し
た
結
果
、
翌
年
（
天
啓

元
年
辛
酉
）、
そ
の
実
父
尚
豊
が
即
位
し
た
と
い
う
事
情
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　
尚
恭
に
つ
い
て
、
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
は
「
事
は
附
巻
に
見
ゆ
」
と
示
す
が
、

こ
の
一
文
は
蔡
鐸
本
の
消
し
忘
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蔡
鐸
本
附
巻
に
あ
る
記
事
も

「
尚
豊
王
第
一
王
子
」
と
し
て
の
事
績
の
み
で
あ
り
、『
中
山
世
譜
附
巻
』
巻
一
に

も
浦
添
王
子
と
し
て
の
弔
祭
を
行
っ
た
と
い
う
事
以
外
に
記
述
が
な
い
。『
中
山
世

鑑
』
に
は
「
尚
寧
、
位
に
在
る
こ
と
三
十
二
年
に
し
て
薨
ず
。
子
弟
無
し
。
是
を
以

て
、
国
人
、
尚
元
公
の
第
三
王
子
た
る
尚
久
公
が
賢
子

0

0

尚
豊
公
を
立
つ
」（
琉
球
国

中
山
王
世
継
総
論
）
と
あ
る
が
、『
球
陽
』
は
何
も
触
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
附

巻
一
に
尚
豊
王
の
「
附
記
（
尚
豊
王
登
極
位
）」
と
し
て
、
左
の
よ
う
に
あ
る17

。

先
王
尚
寧
、
生
男
有
る
こ
と
育
女
有
る
こ
と
無
し
。
王
の
親
族
、
法
司
、
群
臣

相
い
議
し
尚
恭
公
〈
浦
添
王
子
〉
を
擢
し
以
て
世
子
と
為
す
。
已
に
其
の
事
を

以
て
薩
州
太
守
家
久
公
に
奏
聞

0

0

す
。
已
に
世
子
の
位
に
登
る
や
、
泰
昌
元
年
、

尚
寧
王
薨
ず
。世
子
尚
恭
公
九
歳
に
し
て
国
を
治
め
民
を
教
う
こ
と
あ
た
わ
ず
。

是
に
由
り
、法
司
官
毛
鳳
朝〈
読
谷
山
親
方
盛
韶
〉同
僚
と
相
い
議
し
て
曰
く「
世

子
尚
恭
公
は
幼
稚
に
し
て
国
政
を
任
せ
て
賢
を
挙
げ
不
肖
を
退
く
こ
と
あ
た
わ

ず
。
先
に
父
尚
豊
公〈
中
城
王
子
朝マ

マ富
〉を
以
て
宝
位
に
挙
登
す
る
は
如
何
」と
。

同
僚
、
尽
心
極
思
し
て
曰
く
「
公
の
言
う
所
は
誠
に
是
な
り
。
し
か
れ
ど
も
事

已
に
薩
州
に
奏
す
る
は
如
何
に
易
う
べ
き
か
」
と
。
毛
鳳
朝
曰
く
「
今
、
尚
豊

王
を
奉
じ
て
即
位
し
て
後
、
予
は
薩
州
に
赴
き
此
の
事
を
啓
奏

0

0

せ
ん
。
若
し
事

成
さ
ず
し
て
責
咎
の
罪
有
ら
ば
、
則
ち
同
僚
を
管
せ
ず
甘
受
す
る
は
、
予
が
身

の
み
」
と
。
三
法
司
相
い
議
し
群
臣
を
招
集
し
、
嘱た

の

む
に
豊
王
登
極
の
縁
由
を

以
て
す
。
群
臣
み
な
心
服
を
以
て
し
、
即
ち
に
尚
豊
王
に
極
位
に
登
る
こ
と
を

請
う
。
尚
豊
王
固
辞
す
。
群
臣
再
三
奏
請
す
。
豊
王
や
む
を
得
ず
し
て
宝
位
に

登
る
。
是
に
お
い
て
や
、
盛
韶
、
薩
州
に
赴
き
太
守
家
久
公
に
啓
奏

0

0

す
。
泰
昌

二
年
（
※
実
際
は
天
啓
元
年
）、
太
守
公
、
川
崎
駿
河
殿
を
し
て
鳳
朝
と
同
に

球
陽
に
来
り
、
尚
寧
王
に
進
香
し
、
亦
た
王
の
位
を
慶
賀
せ
し
む
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
万
暦
四
七
年
（
一
六
一
九
年
）
九
月
一
九
日
（
一
〇
月
一
四

日
）
の
尚
寧
王
の
没
後
、
尚
恭
の
廃
嫡
と
中
城
王
子
尚
豊
（
朝
昌
）
の
即
位
と
は
、

一
六
二
〇
年
（
泰
昌
元
年
、
元
和
六
年
）
に
三
司
官
の
毛
鳳
朝
（
盛
韶
）
が
率
先
し

て
群
臣
の
支
持
を
集
め
な
が
ら
進
め
、
そ
の
既
成
事
実
を
「
啓
奏
」
し
て
薩
摩
に
追

認
し
て
も
ら
う
こ
と
で
実
現
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
薩
摩
側
か
ら

見
る
と
さ
ら
に
複
雑
な
事
情
が
窺
え
る
。

　『
大
日
本
史
』
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
六
月
十
五
日
の
条
に
掲
載
さ
れ
る
尚
寧

王
（
中
山
王
）
の
覚
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り18

、
尚
寧
王
の
継
承
者
を
め
ぐ
る
問
題
が

中
国
と
の
通
交
よ
り
優
先
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
覚

　
　
一
　
王
位
御
子
孫
、
向
後
於
無
之
者
、
佐
敷
之
息
江
、
相
続
可
然
存
候
事

　
　
一
　 

琉
球
国
之
諸
置
目
、
佐
敷
王
子
被
聞
、
節
〻
以
渡
海
、
日
本
与
琉
球
之
様
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子
被
致
熟
談
候
様
ニ
於
被
相
定
者
、
可
然
存
候
、
然
者
三
司
官
者
如
前
〻

不
相
替
惣
別
之
儀
ヲ
佐
敷
可
被
聞
事

　
　
一
　 

大
明
与
琉
球
商
船
往
還
、
純
熟
之
調
達
弥
可
被
入
精
事

　
　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
右
之
条
〻
慥
承
届
候
、
聊
疎
意
不
存
候
、
□
其
申
付
候
畢

　
　
「
元

（
朱
カ
キ
）

和
二
年
」
六
月
十
五
日
　
　
　
　
中
山
王
　（
花
押
）

　
こ
の
覚
の
文
面
通
り
だ
と
、
尚
豊
の
息
子
つ
ま
り
尚
恭
（
当
時
四
歳
）
を
尚
寧
王

の
後
継
者
と
し
て
定
め
た
よ
う
に
解
せ
る
が
、
内
容
と
し
て
は
後
に
中
城
王
子
と
な

る
尚
豊
そ
の
人
を
後
見
人
と
し
た
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
。
そ
し
て
、
人
質
で

あ
っ
た
佐
敷
王
子
尚
豊
の
帰
国
を
許
可
し
た
こ
と
、「
子
孫
苗
相
続
之
儀
」
に
つ
い

て
島
津
家
久
の
使
者
か
ら
受
け
取
っ
た
書
状
に
対
す
る
島
津
義
弘
（
惟
新
）
へ
の
礼

状
が
「
島
津
家
文
書
」
に
遺
っ
て
い
る19

。

今
度
就
子
孫
苗
相
続
之
義
、
家
久
公
預
御
両
使
并
尊
書
令
拝
見
。
欣
悦
多
幸
、

廼
応
尊
命
令
致
其
祝
儀
百
司
万
民
致
安
堵
、
不
可
為
国
家
長
久
之
基
乎
。
至
幸

〻
〻
不
可
過
賢
察
、
次
佐
鋪
早
速
致
帰
国
事
御
芳
情
之
至
、
不
知
所
謝
、
必
以

使
可
尽
謝
語
者
也
。
将
又
雖
軽
微
之
至
、
唐
盆
拾
枚
令
進
献
之
、
聊
補
音
問
迄

候
、
誠
恐
誠
惶
不
宣

　
　
「
元

（
朱
カ
キ
）

和
四
年
歟
」
林
鐘
十
五
日 

 
 

中
山
王
（
花
押
）

　
　
　
進
上

　
　
　
惟
新
尊
前

　
こ
の
文
書
は
、
元
和
四
年
六
月
発
給
と
見
ら
れ
て
お
り
、
私
見
で
は
、
同
年
五
月

一
二
日
に
中
山
王
使
者
具
志
川
が
義
弘
の
居
館
加
治
木
を
訪
ね
た
後
に
手
交
さ
れ
た

と
考
え
て
い
る20

。『
中
山
世
譜
附
巻
』
巻
一
で
は
具
志
川
按
司
朝
安
（
向
伝
）
の
派

遣
を
万
暦
四
五
年
（
元
和
三
年
）
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
年
の
秋
に
派
遣
し
翌
年

夏
に
帰
国
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
丁
巳

四
月
二
日
、
佐
敷
王
子
尚
豊
は
中
山
王
の
使
節
と
し
て
加
治
木
を
訪
ね
人
質
赦
免
の

礼
を
述
べ
て
い
る21

。
帰
国
し
て
か
ら
家
久
の
嫡
子
光
久
誕
生（
元
和
二
年
六
月
二
日
）

の
報
を
受
け
、
生
誕
祝
い
の
た
め
尚
寧
王
か
ら
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た22

。
元
和
三

年
は
家
久
が
日
光
の
東
照
大
権
現
宮
を
参
拝
し
、
京
都
で
将
軍
秀
忠
か
ら
薩
摩
守
と

し
て
知
行
安
堵
さ
れ
て
無
事
帰
国
し
、
翌
年
は
老
齢
の
義
弘
が
健
康
上
の
理
由
か
ら

江
戸
参
勤
を
免
除
さ
れ
て
お
り
、
同
五
年
二
月
に
家
久
が
次
男
を
連
れ
て
上
洛
し
て

も
義
弘
は
安
泰
な
気
持
ち
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
元
和
五
年
七
月
二
一
日
没
）23

。
そ

の
義
弘
（
惟
新
）
か
ら
「
中
山
尚
寧
王
閣
下
」
宛
発
給
の
「
答
中
山
王
書
」
に
は
尚

寧
王
の
跡
継
ぎ
に
つ
い
て
強
い
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る24

。

　
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
元
和
五
年
と
さ
れ
る
が
、
豊
見
山
和
行
氏
は
、
そ
の
書

き
出
し
部
分
に
「
京
畿
干
戈
出
于
不
意
無
幾
、
而
東
西
太
平
上
下
歓
抃
珍
重
珍
重
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
阪
の
陣
終
結
直
後
と
し
て
、
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
と

し
、「
中
山
王
尚
寧
書
状
」（
第
一
二
九
八
号
）
の
前
と
す
る
。
そ
の
説
に
従
え
ば
、

島
津
氏
の
尚
寧
に
対
す
る
圧
力
と
し
て
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
継
嗣
問
題
が
取
り

沙
汰
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
義
弘
が
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
の

琉
球
側
の
新
年
慶
賀
に
答
え
た
書
簡
と
み
な
す25

。
こ
の
書
状
（
正
月
廿
五
日
）
の
本

文
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
（
原
文
漢
文
体
）。

我
が
少
将
家
久
公
、
使
を
貴
国
に
遣
わ
し
嗣
王
を
択
定
せ
し
む
。
嗣
王
分
定
は

国
家
の
長
計
な
り
。
古
よ
り
嗣
王
定
ら
ず
ん
ば
、則
ち
国
に
覬き

ゆ覦
す
る
者
有
り
。

若
し
然
ら
ば
則
ち
其
の
憂
衽じ

ん
せ
き席

の
間
に
在
り
。
早
か
に
親
族
の
才
有
る
者
を
し

て
其
の
禄
位
を
嗣
が
し
む
れ
ば
、
則
ち
佞ね

い
こ
う幸

の
徒
、
豈
に
国
を
乱
す
者
有
ら
ん

や
。
伏
し
て
願
わ
く
は
、
師
傅
の
古
今
を
知
る
者
を
択
び
、
之
を
嗣
王
の
左
右

に
置
き
教
う
る
に
成
敗
を
以
て
し
節
倹
を
以
て
せ
ん
こ
と
を
。
古
に
云
く
、
子

を
愛
す
れ
ば
教
う
る
に
義
方
忠
孝
倹
義
の
謂
を
以
て
し
、
若
し
嗣
王
能
く
義
方

の
理
を
解
せ
ば
、
能
く
忠
孝
を
太
上
に
致
し
、
能
く
国
家
に
倹
約
を
行
恭
し
、

又
た
能
く
成
敗
を
未
だ
然
ら
ざ
る
の
時
に
知
り
、
我
が
薩
府
が
府
君
と
与と

も

に
、

永
し
え
に
親
睦
の
心
を
失
わ
ず
。
豈
に
貴
国
太
平
の
基

も
と
い

に
非
ざ
ら
ん
。
太
上
・
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儲
君
同と

も

に
能
く
之
を
知
ら
ん
こ
と
を
。

　
嗣
子
問
題
に
つ
い
て
、
か
ね
て
よ
り
琉
球
側
か
ら
打
診
さ
れ
て
い
た
と
い
う
薩
摩

は26

、
王
族
か
ら
才
覚
あ
る
者
を
選
ん
で
譲
位
し
、
太
上
王
と
し
て
速
や
か
に
次
の
王

を
育
成
し
な
け
れ
ば
、
姻
戚
か
ら
政
治
の
乱
れ
を
招
き
、
分
を
わ
き
ま
え
な
い
輩
が

は
び
こ
る
と
警
告
し
、
古
今
の
事
情
を
知
る
者
か
ら
忠
義
や
倹
約
な
ど
の
徳
目
を
学

ば
せ
れ
ば
太
上
王
も
安
心
で
あ
ろ
う
と
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
王
位
継
承
者

を
選
定
す
る
た
め
に
薩
摩
か
ら
使
者
が
送
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
そ
し

て
、
次
の
よ
う
に
、
家
久
は
思
惑
通
り
に
進
ん
で
い
る
こ
と
に
満
足
の
意
を
表
し
て

い
る27

。先
年
如
被
定
置
、
其
地
王
位
被
成
相
続
由
、
千
喜
万
悦
珍
重
珍
重
。
抑
当
時
為

後
見
、
中
城
王
子
、
国
政
在
之
由
良
尤
存
候
。
弥
中
城
被
任
異
見
、
向
後
、
国

民
安
泰
之
政
道
、
不
可
有
疎
意
者
乎
。
此
等
之
為
祝
物
御
太
刀
一
腰
・
御
馬
代

銀
五
十
枚
、
其
外
録
別
楮
、
猶
使
者
謝
舌
頭
而
已
。
恐
惶
不
宣
。

「
元

（
朱
カ
キ
）

和
七
年
」
卯
月
十
一
日
　 

 
 

宰
相
家
久
（
花
押
）

　
進
献
　
中
山
王

　
こ
れ
ら
史
料
中
の
「
国
家
」「
国
民
」
な
ど
の
語
は
も
と
よ
り
現
代
の
そ
れ
を
含

意
す
る
も
の
で
は
な
く
、
琉
球
側
に
配
慮
し
た
か
の
よ
う
な
漢
文
体
で
ね
ん
ご
ろ
な

文
言
の
裏
に
は
、琉
球
が
自
ら
の
行
動
（
成
敗
）
を
わ
き
ま
え
、薩
摩
に
対
し
て
「
忠
」

「
義
」
を
つ
く
し
「
倹
約
」
を
保
つ
こ
と
が
暗
黙
の
内
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
、
島
津
氏
が
尚
寧
と
の
確
執
を
払
拭
で
き
ず
、
尚
寧
に
対
す
る
期
待
が
減
ず
る
に

つ
れ
、
尚
豊
が
引
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
、
豊
見
山
氏
の
所
説

を
曲
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う28

。
こ
う
し
た
薩
摩
の
措
置
に
対
し
て
、
尚

寧
は
最
後
ま
で
退
位
せ
ず
尚
恭
を
世
子
と
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
薩
摩
に

と
っ
て
世
子
尚
恭
を
即
位
さ
せ
る
利
点
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
請
文
に
何
ら
の
裏
書
き

が
な
い
こ
と
は
尚
寧
自
身
が
よ
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
薩
摩
の
意
向
の
下
、
尚
寧
王
の
生
前
か
ら
の
了
解
に
よ
り
、
王
位
継

承
に
関
わ
る
尚
豊
の
地
位
が
固
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
、
尚
寧
王
が
亡
く
な
っ
た
直

後
の
三
司
官
読
谷
山
親
方
専
断
に
よ
る
尚
恭
の
廃
嫡
強
行
と
は
整
合
し
が
た
い
の
で

あ
り
、後
代
の
『
球
陽
』
附
巻
の
記
事
に
は
作
為
が
加
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、『
中
山
世
譜
附
巻
』
巻
一
に
は
、「（
泰
昌
元
年
庚
辰
）
尚
寧
王
薨
じ
尚
豊

王
即
位
せ
し
を
稟
報

0

0

す
る
事
の
為
に
、
法
司
読
谷
山
親
方
盛
韶
を
し
て
薩
州
に
到
ら

し
む
。
翌
年
回
国
す
」と
あ
る
が
、尚
恭
の
件
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、『
中

山
世
譜
』
で
は
、
家
久
に
対
し
て
「
奏
聞
」「
啓
奏
」
で
は
な
く
「
稟
報
」
と
し
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
尚
豊
の
即
位
に
つ
い
て
薩
摩
に
改
め
て
伺
う
事

柄
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
世
子
尚
恭
（
朝
良
）
が
実
は
尚
豊
の
長
子
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
先
に
示
し

た
通
り
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
の
附
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
蔡
温
本
で
は
削
除

さ
れ
尚
寧
王
及
び
尚
豊
王
の
父
の
項
目
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
後
に
浦
添
王

子
尚
恭
の
由
緒
を
伝
え
祭
祀
を
行
う
た
め
に
尚
恭
の
娘
を
元
祖
に
家
統
が
立
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
家
譜
の
序
に
よ
る
と
、「
太
子
」
尚
恭
が
「
浦
添
王
子
」
に
降
さ
れ
た

の
は
万
暦
四
八
年
十
二
月
初
十
日
（
一
六
二
一
年
一
月
三
日
）
だ
と
い
う
の
で
、
九

月
一
九
日
（
一
〇
月
一
四
日
）
の
尚
寧
王
の
没
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る29

。

　
尚
寧
王
に
は
弟
尚
宏
（
朝
盛
）
が
い
た
が
駿
府
で
客
死
し
て
お
り
（
一
六
一
〇

年
）30

、
翌
年
、
息
子
の
尚
林
（
朝
誠
、
一
五
九
九
～
一
六
四
三
年
）
は
「
父
の
家
統
・

具
志
頭
間
切
総
地
頭
職
を
襲
」
い
、
一
六
一
八
年
に
は
、
慶
賀
使
の
任
に
つ
い
て
い

る31

。
実
子
が
無
い
場
合
、子
と
同
世
代
の
甥
や
従
甥
が
継
嗣
す
る
の
は
中
国
で
は〝
昭

穆
相
当
〟
と
し
て
王
朝
で
も
妥
当
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
全
く
の
対
象
外
で
あ
る
。

　
琉
球
側
の
当
事
者
に
よ
る
史
料
『
喜
安
日
記
』
に
よ
る
と
、
佐
敷
王
子
尚
豊
は
、

岳
父
尚
宏
の
訃
報
を
遺
族
に
伝
え
る
と
し
て
、
報
恩
寺
の
住
持
恩
叔
と
と
も
に
早
々

と
帰
国
し
て
お
り32

、
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
三
月
一
五
日
に
薩
摩
を
出
発
し
て

同
年
四
月
一
三
日
に
那
覇
に
帰
着
し
た
。
な
お
、
同
年
九
月
二
〇
日
に
帰
国
の
途
に

就
い
た
、
尚
寧
王
を
迎
え
る
た
め
、
荒
廃
し
た
首
里
城
内
の
修
繕
や
式
典
の
準
備
な
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ど
を
取
り
仕
切
っ
た
の
は
、「
金
武
親
方
」
で
あ
る
と
記
す
が33

、
こ
れ
は
尚
寧
王
に

随
行
せ
ず
首
里
に
留
ま
っ
た
尚
豊
の
弟
尚
盛
（
後
の
金
武
王
子
朝
貞
）
と
み
ら
れ
る
。

　
尚
豊
王
の
最
初
の
世
子
は
尚
恭
の
弟
尚
文
（
朝
益
、
一
六
一
四
～
一
六
七
三
年
）

で
あ
っ
た34

。
東
宮
と
し
て
中
城
御
殿
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。『
中
山
世
鑑
』
で
は
尚

英
と
あ
る
（【
図
４
】
参
照
）。
崇
禎
七
年
（
一
六
三
四
）、
尚
文
は
鹿
児
島
に
渡
り
、

年
頭
使
金
武
王
子
朝
貞
と
共
に
上
洛
し
二
条
城
で
島
津
家
久
立
ち
会
い
の
下
、
将
軍

家
光
に
謁
見
し
て
い
る
。
そ
の
尚
文
が
い
つ
の
間
に
か
世
子
の
地
位
を
失
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
池
宮
正
治
氏
は
、
薩
摩
の
侵
攻
以
前
か
ら
の
浦
添
方
と
首
里
方
の
せ
め

ぎ
合
い
と
い
う
観
点
か
ら
王
族
関
係
を
捉
え
、
当
初
、
尚
寧
王
の
従
弟
尚
熙
（
朝
長
）

が
中
城
王
子
と
し
て
浦
添
方
の
継
承
者
と
し
て
重
き
を
為
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指

摘
す
る35

。
た
し
か
に
、
尚
恭
・
尚
文
兄
弟
の
母
は
尚
宏
の
娘
な
の
で
浦
添
家
の
流
れ

を
汲
み36

、
尚
豊
王
の
後
の
尚
賢
王
・
尚
質
王
は
夫
人
（
西
之
按
司
加
那
志
）
の
子
で

あ
る37

。
し
か
し
、ど
ち
ら
も
尚
豊
の
子
で
あ
り
父
系
的
に
見
る
と
首
里
方
で
あ
っ
て
、

尚
恭
を
尚
寧
王
の
世
子
に
立
て
た
時
点
で
浦
添
方
の
王
統
が
絶
た
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
さ
ら
に
、
尚
豊
の
弟
尚
盛
（
後
の
金
武
王
子
朝
貞
）
も
有
力
候
補
で
あ
っ
た

と
い
う
。

　
尚
寧
王
の
没
後
、
尚
豊
の
地
位
を
脅
か
す
動
き
が
生
じ
た
の
か
ど
う
か
、
そ
の
背

景
を
詳
し
く
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
尚
恭
を
擁
す
る
勢
力
を
見
い
だ
す
こ
と

も
で
き
な
い
。
む
し
ろ
廃
嫡
さ
れ
た
王
子
か
ら
三
世
代
目
に
至
っ
て
よ
う
や
く
君
主

が
出
た
浦
添
方
の
「
家
統
」
に
属
す
る
尚
熙
・
尚
林
・
尚
文
に
は
王
の
「
大
統
」
に

入
る
資
格
が
な
い
と
い
う
系
譜
意
識
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
強
く
作
用
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
豊
見
山
氏
が
い
う
「
王
権
内
部
の
論
理
」
と
し
て
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
尚
恭
を
尚
寧
の
継
承
者
に
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ

て
、「
王
位
継
承
の
主
導
権
が
琉
球
側
に
存
し
て
い
た
」
と
い
う
認
識
は
導
き
難
い
。

事
実
は
当
初
か
ら
薩
摩
が
望
む
尚
豊
が
王
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
次
の
書
簡
は
、『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
第
一
七
三
二
号
「
島
津
家
久
書
状
」（
卯
月

六
日
）
は
中
城
王
子
宛
で
、
中
山
王
（
尚
寧
）
宛
の
第
一
七
三
三
号
文
書
（
卯
月

一
一
日
）
と
同
じ
使
者
が
手
交
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書
状
で
は
、
家
久
は
自
分

の
官
職
を
省
き
中
山
王
宛
の
書
状
と
区
別
し
て
い
る
が
、
そ
の
分
親
し
げ
に
将
軍
秀

忠
の
「
御
機
嫌
」「
満
足
」
を
伝
え
て
中
城
王
子
尚
豊
に
対
す
る
〝
評
価
〟
を
下
し

て
い
る38

。
当
年
之
為
祝
詞
預
使
札
、
近
日
従
江
戸
致
帰
国
令
披
見
候
、
然
者
於
江
戸
　
公

方
様
御
機
嫌
能
播
外
聞
、
満
足
之
至
可
有
推
察
候
、
仍
上
布
・
蕉
布
・
焼
酒
如

目
録
相
達
、
是
又
芳
意
欣
悦
之
至
候
、
猶
使
可
有
演
説
候
間
、
不
能
詳
、
恐
〻

謹
言
。

卯
月
六
日
　
　
家
久
（
花
押
）

　
中
城
王
子

　
尚
豊
は
即
位
翌
年
の
「
万
暦
四
十
九
年
（
天
啓
元
年
、
一
六
二
一
）」
八
月

二
十
一
日
の
日
付
で
明
の
礼
部
に
対
し
て
「
琉
球
国
中
山
王
世
子
」
と
称
し
咨
文
を

送
付
し
た
が
、
尚
寧
王
に
つ
い
て
「
我
が
父
王

0

0

先
君
」
と
し39

、「
予
小
子
、
嫡
嗣
に

し
て
祧
を
承
く
」（
天
啓
五
年
二
月
十
九
日
）40

、「
予
小
子
臣
尚
豊
、
長
嫡
に
し
て
祧

を
承
く
」（
天
啓
七
年
）41

な
ど
と
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、崇
禎
帝
は
「
世

子
豊
は
冢
嗣
に
し
て
賢
を
称
せ
ら
れ

0

0

0

0

0

0

、
群
情
、
攸
属
す
」「
爾
が
父
王
0

0

尚
寧
、
示
す
に
、

泰
昌
元
年
（
一
六
二
〇
）
九
月
十
九
日
に
薨
逝
す
、
と
。
爾
は
世
子

0

0

為
れ
ば
、
理
と

し
て
宜
し
く
承
襲
す
べ
し
」
と
し
て42

、
そ
の
正
統
性
を
認
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

明
朝
末
期
の
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に
対
処
し
て
い
く
に
は
、
尚
豊
の
即
位
は
時
宜

に
か
な
っ
た
判
断
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
明
朝
に
対
し
て
先
王
を
「
父
」
と
し
た

の
も
、
継
承
に
不
審
な
点
な
ど
微
塵
も
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
浦
添
家
か
ら
出
継
し
て
実
子
の
い
な
い
尚
寧
王
は
、
内
外
の
圧
力
に
よ
り
自
分
の

嗣
子
に
王
位
を
継
が
せ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
尚
寧
王
は
祖
宗
の
墓
所
玉
陵
に

入
ら
ず
、
そ
の
神
主
も
浦
添
の
龍
福
寺
の
西
壇
に
あ
っ
た
と
い
う43

。
そ
れ
で
も
、
尚

豊
が
尚
寧
の
子
と
い
う
よ
う
な
立
場
で
即
位
し
冊
封
を
受
け
た
の
で
、
王
統
に
お
け
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前村　佳幸：第二尚氏王統の系図・神主配置と尚寧王

る
尚
寧
の
地
位
は
特
別
な
も
の
と
な
っ
た
。

　
徐
葆
光
の
『
中
山
伝
信
録
』（
一
七
二
一
年
刊
）
に
図
示
さ
れ
る
、
崇
元
寺
先
王

廟
の
祭
壇
に
お
い
て
、
尚
寧
と
尚
豊
の
神
主
は
左
右
別
々
に
安
置
さ
れ
て
お
り
、
昭

穆
を
異
に
し
て
い
た
。
次
の
周
煌
『
琉
球
国
志
略
』
巻
七
祠
廟
・
先
王
廟
で
は
、
崇

元
寺
祭
壇
の
穆
位
に
尚
敬
王
の
神
主
が
加
わ
っ
て
お
り
、
原
則
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
の
李
鼎
元
『
使
琉
球
記
』（
一
八
〇
二
年
刊
）、
斉
鯤
・
費

錫
章
『
続
編
琉
球
国
志
畧
』（
一
八
〇
九
～
一
八
二
〇
年
刊
）、
趙
新
『
続
編
琉
球
国

志
略
』（
一
八
八
二
年
刊
）
で
は
、
先
王
廟
の
神
主
配
置
に
つ
い
て
言
及
が
な
い
の

で
、
第
二
尚
氏
の
王
統
が
尚
温
か
ら
弟
の
尚
灝
に
移
っ
て
も
大
き
な
変
更
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
先
王
廟
に
お
け
る
尚
寧
と
尚
豊
の
神
主
の
扱
い
は
、
世
代

で
は
な
く
君
主
の
先
後
関
係
と
昭
穆
と
を
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
兄

弟
間
で
帝
位
継
承
が
な
さ
れ
た
場
合
、
兄
弟
の
昭
穆
は
別
に
な
る
と
い
う
朱
子
の
主

張
に
準
拠
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が44

、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
冊
封
の
際

に
示
し
た
続
柄
が
父
子
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
と
の
整
合
性
を
は
か
っ
た
結
果

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
先
述
の
通
り
、
尚
円
・
尚
宣
威
、
尚
賢
・
尚
質
に
つ
い
て

は45

、
兄
弟
の
間
柄
に
即
し
て
同
一
の
昭
穆
に
し
て
い
る
し
、
王
孫
尚
益
王
の
た
め
に

世
子
尚
純
の
存
在
を
系
図
と
祭
壇
の
双
方
で
明
示
し
て
い
る
の
で
、
世
代
を
弁
別
す

る
基
準
と
し
て
昭
穆
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
君
主
の
位
を
同
一
世
代
で
継
ぐ
こ
と
自
体
は
中
国
で

も
琉
球
で
も
あ
り
得
た
。
と
は
い
え
、
出
継
さ
せ
た
実
子
を
廃
し
た
上
に
己
が
あ
た

か
も
先
代
の
〝
順
養
子
〟
に
な
る
か
の
よ
う
な
事
態
は
、
徐
葆
光
や
李
鼎
元
な
ど
来

琉
の
中
国
人
か
ら
す
れ
ば
、〝
昭
穆
不
相
当
〟
で
あ
る
ば
か
り
か
〝
父
子
兄
弟
〟
の

名
分

0

0

さ
え
成
り
立
た
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、こ
の
特
殊
事
情
は
、

『
中
山
世
譜
』
を
よ
く
閲
覧
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
こ
れ
以
外
に
も
、
近
世
琉
球
に
お
け
る
中
国
的
観
念
の
受
容
に
は
、
本
来
の
意
義

と
の
間
に
差
異
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
王
の
先
祖
に
対
す
る
祭
祀
に
お
い
て

顕
在
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
王
の
大
統
と
臣
の
家
統
と
を
峻
別
す
る
こ
と
と
も
深

く
関
連
し
て
お
り
、
史
書
と
系
図
そ
し
て
宗
廟
制
度
の
整
備
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
蔡
鐸
本
・
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
に
お
け
る
諸
系
図
の

差
異
や
「
御
宗
廟
御
位
牌
加
那
志
儀
ニ
付
詮
議
事
」
に
お
け
る
廟
議
全
体
の
検
討
が

必
要
で
あ
り
、
別
稿
に
て
論
じ
た
い
。

お
わ
り
に

　
尚
寧
王
の
甥
尚
林
、
尚
豊
王
の
摂
政
で
あ
っ
た
弟
尚
盛
の
子
孫
は
、
王
考
尚
懿
・

尚
久
を
元
祖
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
具
志
頭
王
子
・
金
武
王
子
を
元

祖
と
す
る
家
系
を
な
し
た
。
最
後
の
尚
泰
の
王
代
、
清
明
節
に
お
い
て
王
家
の
墓
所

の
一
つ
浦
添
の
極
楽
山
龍
福
寺
に
葬
ら
れ
て
い
る
尚
懿
・
尚
久
を
祀
る
た
め
に
、
門

中
と
し
て
王
府
に
請
願
が
な
さ
れ
た
の
は
、
注
目
に
値
す
る46

。
王
家
に
よ
る
祭
祀
が

済
ん
で
か
ら
門
中
の
代
表
が
執
り
行
う
と
い
う
の
で
、
王
家
と
の
一
体
感
の
強
化
や

特
別
な
由
緒
の
確
認
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
臣
下
の
一
族
（
門

中
）
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る47

。
こ
れ
も
ま
た
蔡
温
が
想
定
し
た

範
囲
内
の
事
象
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
世
紀
半
ば
過
ぎ
、
円
覚
寺
宗
廟
に
お
け
る
祭
祀
は
尚
灝
が
甥
尚
成
王
の
卑
属

と
し
て
冊
封
を
受
け
た
の
で
、
即
位
の
序
列
と
世
代
の
序
列
と
の
間
に
齟
齬
が
生

じ
、
尚
育
王
か
ら
尚
泰
王
の
時
代
に
か
け
て
廟
議
が
起
こ
っ
た48

。
国
宝
「
琉
球
国
王

尚
家
関
係
資
料
」
に
遺
さ
れ
る
「
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」（
尚
家
文
書

第
二
三
号
）
と
「
廟
制
求
教
」（
同
第
四
四
七
号
「
僉
議
」
収
録
）
は49

、こ
れ
に
伴
い
、

蔡
温
の
言
説
に
代
表
さ
れ
る
「
昭
穆
」
認
識
を
清
代
中
国
人
の
教
示
に
よ
り
見
直
さ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
王
朝
末
期
の
史

料
に
も
取
り
組
む
こ
と
で
、
近
世
琉
球
に
お
け
る
公
的
な
王
統
観
の
通
時
的
理
解
を

は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
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１
　
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）、
第
一
章
第
三
節
、
参
照
。

２
　
田
名
真
之
「
史
書
を
編
む
―
中
山
世
鑑
・
中
山
世
譜
」「
首
里
王
府
の
史
書
編
纂
を
め
ぐ

る
諸
問
題
」（『
沖
縄
近
世
史
の
諸
相
』
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
二
年
）、「
琉
球
王
権
の
系
譜
意

識
と
源
為
朝
渡
来
伝
承
」（
九
州
史
学
研
究
会
編
『
境
界
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
八
年
）、「
王
府
の
歴
史
記
述
―
『
中
山
世
鑑
』
と
『
中
山
世
譜
』」（
島
村
幸
一
編
『
琉

球
―
交
叉
す
る
歴
史
と
文
化
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）。

３
　
近
年
、
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
「
琉
球
国
王
尚
家
関
係
資
料
」
の
『
中
山
世
譜
』

（
尚
家
文
書
第
一
一
九
六
～
第
一
二
〇
七
号
）
と
『
中
山
世
譜
附
巻
』（
第
一
二
〇
八
～
第

一
二
一
五
号
）
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
尚
侯
爵
家
本
と
尚
家
文
書
本
が
同
一
な

の
か
不
明
で
あ
る
が
、
蔡
鐸
本
が
検
出
さ
れ
た
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
蔵
『
中
山
世

譜
』
も
重
要
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、『
蔡
鐸
本
中
山
世
譜
』（
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、

一
九
七
八
年
）
が
あ
る
。

４
　
一
六
九
八
年
（
康
煕
三
七
年
）
か
ら
一
七
二
三
～
二
四
年
（
雍
正
元
年
一
二
月
）
に
至
る

日
記
・
僉
議
書
か
ら
の
写
し
一
一
点
か
ら
成
る
。

５
　
豊
見
山
和
行
『
琉
球
王
国
の
外
交
と
王
権
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）、
二
四
二
～

二
五
七
頁
参
照
。

６
　「
琉
球
国
要
書
抜
粋
」（『
石
室
秘
稿
』
一
、
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
）
お
よ
び
「
琉

球
関
係
文
書
」
一
二
（
島
津
家
国
事
鞅
掌
史
料
　
島
津
公
爵
家
編
輯
所
旧
蔵
）
に
収
録
。

７
　
拙
稿
「
近
世
琉
球
の
先
王
廟
と
宗
廟
に
お
け
る
昭
穆
観
念
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

九
一
集
、
二
〇
一
七
年
九
月
）
を
参
照
。

８
　（
万
暦
）
三
十
七
年
己
酉
春
（
一
六
〇
九
）、
日
本
以
大
兵
入
国
、
執
王
至
薩
州
。
本
年
冬
、

王
遣
王
舅
毛
鳳
儀
・
長
吏
金
応
魁
等
、
馳
報
兵
警
。
致
緩
貢
期
。
福
建
巡
撫
陳
子
貞
以
聞
。

（
万
暦
）
三
十
九
年
辛
亥
（
一
六
一
一
）、
王
留
薩
州
二
年
。
王
言
、
吾
事
中
朝
、
義
当
有
終
。

然
後
国
復
晏
然
。（『
中
山
世
譜
』
巻
七
、
尚
寧
王
・
紀
）

９
　
李
鼎
元
『
使
琉
球
記
』
巻
四
、六
月
二
十
三
日
癸
卯
。

10
　「
中
山
世
鑑
・
中
山
世
譜
及
び
球
陽
」。『
琉
球
史
料
叢
書
』、
第
五
巻
解
説
と
し
て
掲
載
。

11
　「
先
国

（
尚
貞
王
）

王
於
康
煕
肆
拾
伍
年
拾
貳
月
参
拾
日
以
疾
薨
逝
。
因
王（

尚

純

）

世
子
先
於
康
煕
肆
拾
伍
年

拾
貳
月
参
拾
日
卒
。
顧
命
嫡

（
尚
益
王
）

孫
承
□
□
、
世
孫
未
及
請
封
於
康
煕
伍
拾
壱
年
染
月
拾
伍
日
棄

世
。
今
嗣
君
王
世（

尚

敬

）

曾
孫
委
係
嫡
長
端
重
謹
厚
純
孝
篤
実
」（『
歴
代
寶
案
』
第
二
集
巻
八
第

一
二
号
の
結
状
）。
校
訂
本
第
三
冊
参
照
。

12
　
校
訂
本
『
歴
代
寶
案
』
第
八
冊
収
録
、第
二
集
巻
九
〇
第
〇
九
～
二
一
号
の
咨
文
を
参
照
。

13
　
趙
新
『
続
編
琉
球
国
志
略
』
巻
一
、
表
奏
、
道
光
一
六
年
請
封
疏
。

14
　『
明
実
録
』
附
録
一
「
毅
宗
実
録
」
天
啓
七
年
（
一
六
二
七
）
十
月
辛
丑
条
に
掲
載
。

15
　『
歴
代
寶
案
』
第
一
集
巻
二
第
一
一
号
。
校
訂
本
第
一
冊
収
録
。

16
　
張
璁
・
桂
萼
等
則
謂
、
哀
帝
・
英
宗
由
成
帝
・
仁
宗
預
立
為
嗣
、
養
之
宮
中
、
其
為
人
後

之
義
甚
明
。
今
武
宗
無
嗣
、
大
臣
以
陛
下
倫
序
当
立
而
迎
立
之
、
与
預
養
在
宮
中
不
同
。
是

陛
下
乃
継
統
、
非
継
嗣
。
統
与
嗣
非
必
父
死
子
継
也
。
漢
文
帝
則
以
弟
継
、
宣
帝
則
以
兄
孫

継
、
何
必
奪
此
父
子
之
情
、
建
彼
父
子
之
号
也
。
…
…
然
世
宗
之
立
、
与
漢
哀
・
宋
英
二
君

預
立
為
儲
君
者
不
同
、
第
以
倫
序
当
立
、
奉
祖
訓
兄
終
弟
及
之
文
、
入
継
大
統
。
若
謂
継
統

必
継
嗣
、
則
宣
称
武
宗
為
父
矣
。
以
武
宗
従
兄
不
可
称
父
、
遂
欲
抹
殺
武
宗
一
代
、
而
使
之

考
未
嘗
為
之
孝
宗
、
其
理
本
窒
礙
而
不
通
。（『
廿
二
史
箚
記
』
巻
三
一
、「
大
礼
之
議
」）

17
　
球
陽
研
究
会
『
球
陽
　
原
文
編
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）
に
加
え
て
尚
家
文
書

二
十
二
冊
本
（
第
一
二
四
五
号
）
な
ら
び
に
同
七
冊
本
（
第
一
二
二
三
号
）
を
参
照
し
た
。

18
　「
中
山
王
覚
書
」（『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
第
一
三
五
六
号
）。

19
　「
中
山
王
書
状
」（『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
第
一
五
二
九
号
）。

20
　「
記
事
」（『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
第
一
五
二
八
号
）。

21
　『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
一
〇
、
琉
球
国
諸
寺
旧
記
、「
万
歳
嶺
慈
眼
禅
院
記
」
に
「
万
暦

四
十
四
年
丁
巳
春
、
尚
豊
王
為
世
子
時
、
渡
御
薩
州
也
、
越
厳
父
尚
久
公
誓
曰
、
所
希
吾
愛

子
尚
豊
在
薩
州
、
彼
此
得
便
、
始
終
有
幸
、
而
速
催
帰
楫
。
則
命
尚
豊
闢
此
嶺
之
半
腹
、
新

構
観
音
大
士
堂
、
以
可
崇
敬
矣
。
応
此
感
耶
、
至
於
其
冬
之
仲
旬
、
無
恙
来
朝
矣
。
由
此
志

願
、
明
年
戊
午
之
春
、
尚
豊
公
命
有
司
而
鳩
工
聚
材
、
堂
肇
落
成
矣
」
と
あ
る
。
丁
巳
は
万
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暦
四
十
五
年
（
一
六
一
七
）。
尚
豊
が
尚
寧
王
の
世
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
尚
久
と
の

続
柄
も
父
子
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
尚
寧
王
の
継
承
者
が
尚
豊
以
外
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と

を
さ
り
げ
な
く
示
す
一
文
で
あ
る
。
後
に
尚
久
は
王
考
（
王
の
父
）
と
し
て
、
王
号
を
付
さ

れ
、
そ
の
観
音
堂
は
尚
豊
の
子
尚
賢
王
・
尚
質
王
、
孫
尚
貞
王
に
よ
っ
て
修
繕
さ
れ
て
い
る
。

22
　「
記
事
」（『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
第
一
四
〇
一
号
）。

23
　『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
巻
七
二
・
七
三
を
参
照
。

24
　『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
一
五
七
二
号
「
島
津
惟
新
書
状
」
本
文
。
原
文
は
漢
文
体
。
豊
見

山
氏
注
５
前
掲
書
一
五
七
～
一
六
九
頁
。

25
　『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
第
一
五
六
九
号
「
島
津
家
久
書
状
」
参
照
。
一
五
七
二
号
「
島
津

惟
新
書
状
」
冒
頭
は
「
今
春
賀
詞
千
祥
万
吉
如
示
諭
」
と
あ
る
。『
中
山
世
譜
附
巻
』
巻
四

に
よ
る
と
、
万
暦
四
六
年
（
元
和
四
年
）
に
家
久
の
官
位
昇
格
祝
賀
の
た
め
に
、
具
志
頭
王

子
尚
林
（
朝
誠
）
が
派
遣
さ
れ
た
。
四
月
帰
国
と
あ
り
、元
和
五
年
正
月
に
義
弘
に
謁
見
し
、

そ
の
訃
報
に
接
す
る
前
に
帰
国
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

26
　
元
和
元
年
と
さ
れ
る
『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
第
一
二
九
八
号
「
中
山
王
尚
寧
書
状
」
を
参
照
。

27
　『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
第
一
七
三
三
号
「
島
津
家
久
書
状
」（
卯
月
一
一
日
）。
豊
見
山
氏

は
付
け
年
号
の
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
で
は
な
く
前
年
な
い
し
前
々
年
と
し
て
い
る
。
豊

見
山
氏
注
５
前
掲
書
一
五
七
～
一
六
九
頁
、参
照
。『
中
山
世
譜
附
巻
』
巻
一
に
よ
る
と
、「
万

暦
四
十
七
年
（
元
和
五
年
）」
に
尚
寧
の
死
を
報
じ
て
い
る
。
義
弘
弔
問
の
た
め
の
使
者
が

元
和
六
年
四
月
に
帰
国
し
て
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
最
晩
年
の
尚
寧
に
中
城
王
子

尚
豊
を
「
後
見
」
と
し
て
強
く
認
め
さ
せ
る
内
容
で
あ
る
。

28
　
豊
見
山
氏
注
５
前
掲
書
一
五
九
頁
、
参
照
。

29
　「
向
姓
家
譜
（
高
嶺
家
）」。『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
１
巻
７
家
譜
資
料
㈢
首
里
系
、

三
六
四
頁
参
照
。

30
　『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
第
七
三
三
号
。

31
　「
尚
姓
家
譜
（
小
禄
家
）」。『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
１
巻
７
家
譜
資
料
㈢
首
里
系
、

二
〇
三
頁
参
照
。

32
　『
喜
安
日
記
』（
尚
家
文
書
第
一
二
五
四
号
）。「
御
子
息
御
幼
少
ニ
マ
シ
マ
ス
間
、
御
孝
養

ノ
御
営
ミ
ニ
、
佐
敷
按
王
子
尚
豊
・
恩
叔
長
老
帰
国
可
有
ト
ノ
詔
命
ヲ
ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
給
テ
、

三
月
中
旬
帰
楫
ア
ル
」（
句
読
点
は
筆
者
に
よ
る
）。

33
　『
喜
安
日
記
』
に
「
公
卿
僉
議
有
テ
、
大
内
ニ
ハ
兇
徒
殿
舎
ニ
宿
シ
、
狼
藉
繁
多
ナ
リ
。

清
メ
ラ
レ
ス
シ
テ
遷
幸
ナ
ラ
ン
事
不
然
由
茂
定
ア
リ
。
金
武
親
方
御
奉
行
ニ
立
テ
、
久
シ
ク

捨
置
シ
カ
バ
、
殿
舎
傾
キ
危
シ
、
楼
閣
荒
□

（
疫
）

シ
テ
、
野
郎
ノ
宿
リ
、
雑
兎
ノ
フ
シ
ト
ナ
リ
タ

リ
シ
ヲ
、
一
両
月
ノ
中
ニ
造
畢
シ
テ
遷
幸
ナ
シ
奉
ル
」「
十
一
月
下
旬
ニ
遷
幸
ナ
シ
奉
ル
。

文
人
詩
ヲ
上
リ
伶
人
楽
ヲ
奏
シ
テ
内
裏
ヘ
入
せ
御
座
ス
」
と
あ
る
。『
喜
安
日
記
』
の
資
料

的
性
格
に
つ
い
て
は
、
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
伊
波
普
猷
文
庫
本
を
底
本
と
し
た
、
池
宮
正

治
氏
に
よ
る
解
題
と
校
注
テ
ク
ス
ト
、
谷
川
健
一
編
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
七

巻
（
三
一
書
房
、
一
九
八
一
年
）、
五
九
九
～
六
一
三
頁
を
参
照
。

34
　『
球
陽
』
巻
五
、
尚
豊
王
附
「
創
建
東
宮
」
に
「
崇
禎
年
間
（
一
六
二
八
～
一
六
四
四
）、

尚
文
公
為
世
子
時
、
創
建
東
宮
〈
俗
称
中
城
御
殿
、
永
著
為
例
〉」
と
あ
る
。
蔡
鐸
本
『
中

山
世
譜
』
附
巻
に
よ
る
と
、
尚
豊
即
位
の
天
啓
元
年
（
一
六
二
一
）
に
「
佐
敷
・
中
城
」
の

知
行
を
得
て
い
る
。『
中
山
世
譜
附
巻
』
巻
一
に
「
家
康
」
と
あ
る
の
は
誤
。
御
与
力
と
し

て
尚
林
に
仕
え
た
東
表
藩
の
家
譜
「
東
姓
名
家
譜
（
津
波
古
家
）」（『
那
覇
市
史
』
資
料
篇

第
１
巻
７
家
譜
資
料
（
三
）
首
里
系
、
四
八
〇
頁
）
も
参
照
。

35
　
池
宮
正
治
「
尚
寧
王
の
世
子
た
ち
」（
初
出
一
九
九
七
年
、
島
村
幸
一
〈
編
〉『
池
宮
正
治

著
作
選
集
３
　
琉
球
史
文
化
論
』
二
〇
一
五
年
、
笠
間
書
院
）
を
参
照
。

36
　『
中
山
世
譜
』
巻
八
、
尚
豊
王
の
項
と
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
附
巻
を
参
照
す
る
と
、
尚

宏
の
長
女
で
尚
豊
正
室
の
我
謝
上
森
按
司
加
那
志
（
一
五
九
七
～
一
六
一
四
年
）
の
命
日
と

尚
文
の
誕
生
日
は
同
じ
で
あ
り
、
尚
文
の
産
後
に
早
世
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
母
は
玉
陵
に

葬
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
幼
い
尚
文
に
頼
る
べ
き
肉
親
は
い
な
か
っ
た
。

37
　
そ
の
父
は
大
見
武
親
雲
上
定
昌（『
中
山
世
譜
』巻
八
）。
一
八
九
四
年（
光
緒
二
〇
年
甲
午
）

の『
氏
集
　
首
里
那
覇
』（『
那
覇
市
史
』資
料
篇
第
１
巻
５
家
譜
資
料
㈠
別
冊
、三
七
・
三
八
頁
）

に
よ
る
と
、
松
姓
の
冝
野
座
子
・
比
嘉
筑
登
之
親
雲
上
・
知
名
里
之
子
親
雲
上
の
元
祖
。
大
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見
武
は
か
つ
て
大
里
間
切
（
今
の
南
城
市
）
に
属
し
、
運
玉
森
の
麓
に
あ
る
「
知
名
墓
」
が

定
昌
の
墓
所
だ
と
い
う
（『
与
那
原
町
の
遺
跡
』、
与
那
原
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
２
集
、

与
那
原
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
九
年
）。
薩
摩
軍
の
侵
攻
経
路
か
ら
は
ず
れ
て
荒
廃
を
免

れ
た
と
思
し
き
島
尻
方
を
知
行
と
し
て
い
た
こ
と
も
尚
豊
に
と
っ
て
有
利
に
は
た
ら
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

38
　
豊
見
山
氏
は
、
注
25
注
27
と
同
じ
く
『
旧
記
雑
録
後
編
四
』
第
一
七
三
三
号
「
島
津
家
久

書
状
」（
卯
月
六
日
）
の
付
け
年
号
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
に
も
疑
問
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
で
は
尚
寧
王
は
物
故
者
で
あ
り
、
そ
の
訃
報
が
通
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
島
津
氏
が
中
山
王
と
中
城
王
子
別
々
に
書
簡
を
出
し
、
後
者
の
方

が
懇
切
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

39
　「
琉
球
国
中
山
（
王
）
世
子
尚
豊
為
嗣
藩
執
政
奉
勅
諭
戒
信
拾
年
復
修
貢
職
以
効
忠
款
事
」

（『
歴
代
寶
案
』
第
一
集
巻
一
八
第
〇
九
号
）。
校
訂
本
第
一
冊
参
照
。

40
　「
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
豊
為
請
封
王
爵
以
効
愚
忠
以
昭
盛
典
事
」（『
歴
代
寶
案
』
第
一

集
巻
一
八
第
一
〇
号
）。
校
訂
本
第
一
冊
参
照
。

41
　「
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
豊
為
請
封
王
爵
効
愚
忠
昭
盛
典
事
」（『
歴
代
寶
案
』
第
一
集
巻

一
八
第
二
五
号
）。
校
訂
本
第
一
冊
参
照
。

42
　
崇
禎
二
年
（
一
六
二
九
）
八
月
十
六
日
「
封
王
詔
書
」（『
歴
代
寶
案
』
第
一
集
巻
二
第

一
三
号
）。
校
訂
本
第
一
冊
参
照
。

43
　『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
一
〇
、
諸
寺
旧
記
、
天
徳
山
龍
福
寺
。

44
　
拙
稿
「
尚
家
文
書
『
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
』
の
研
究
（
下
）」（『
琉
球
大
学

教
育
学
部
紀
要
』
九
八
集
、
二
〇
二
一
年
三
月
）、
七
～
八
（
一
二
〇
～
一
一
九
）
頁
参
照
。

45
　『
中
山
世
譜
』
巻
八
に
よ
る
と
、
尚
賢
王
（
在
位
一
六
四
一
～
一
六
四
七
年
）
は
享
年

二
三
で
没
し
、王
妃
・
夫
人
と
の
間
に
子
が
な
い
こ
と
か
ら
、四
歳
下
の
弟
尚
質
が
継
承
し
た
。

「
尚
賢
王
升
遐
之
日
、
弟
尚
質
、
奉
遺
命
、
為
世
子
」
と
あ
る
が
、
尚
質
は
兄
が
即
位
し
た

翌
年
に
中
城
王
子
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
尚
賢
王
は
冊
封
は
と
も
か
く
諭
祭
も
受
け
て
い

な
い
。
複
雑
な
事
情
が
窺
え
る
が
、
結
果
と
し
て
、
尚
質
は
尚
賢
の
〝
順
養
子
〟
と
し
て
の

世
子
に
は
な
ら
ず
、
尚
豊
王
の
世
子
と
し
て
昭
穆
は
同
じ
扱
い
で
あ
っ
た
。

46
　
午
二
月
（
一
八
三
四
年
）
の
「
僉
議
」（
尚
家
文
書
第
四
四
七
号
弐
条
）。

47
　
現
代
の
金
武
御
殿
門
中
会
で
は
、「
尚
久
王
」
以
下
の
先
祖
を
祀
っ
て
い
る
。
萩
尾
俊

章
・
野
村
長
生
「
金
武
御
殿
の
祭
祀
と
伝
承
Ⅰ
―
那
覇
市
首
里
、
王
族
の
系
譜
を
汲
む
門

中
の
祭
祀
と
伝
承
の
記
録
化
―
」（『
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
　
博
物
館
紀
要
』
№
12
、

二
〇
一
九
年
）。

48
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
琉
球
王
朝
末
期
の
廟
議
―
寝
廟
と
太
廟
の
神
主
配
置
」

（『
沖
縄
文
化
研
究
』
四
七
、二
〇
二
〇
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

49
　
拙
稿
「
尚
家
文
書
『
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
』
の
研
究
（
上
）」（『
琉
球
大
学

教
育
学
部
紀
要
』
九
七
集
、
二
〇
二
〇
年
九
月
）、「
尚
家
文
書
『
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御

廟
之
図
』
の
研
究
（
下
）」（
同
上
九
八
集
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
は
、
中
国
宗
廟
の
法
式
や

礼
を
め
ぐ
る
言
説
の
典
拠
を
含
め
内
容
全
体
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
王
朝
末
期
の
琉
球

に
お
け
る
廟
議
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、「
廟
制
求
教
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
研
究
が

不
可
欠
で
あ
る
。
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前村　佳幸：第二尚氏王統の系図・神主配置と尚寧王

The Treatment of King ShoNei in the Genealogical Table and the Arrangement of 

His Spiritual Tablet Based on the ZhaoMu Order in the Second Sho Dynasty

Yoshiyuki MAEMURA

Summary

　Under the reign of King ShoNei （c.1589-1620）, there were two grave problems in Ryukyu （present 

Okinawa）. The first problem was that Satsuma’s troops conquered Ryukyu in 1609. The second 

problem was that King ShoNei had no biological child to be his successor. Regarding the first 

problem, the Ming Dynasty （government） strongly resented the conquest of Ryukyu by Satsuma’s 

troops and the Shimazu family’s forcible escort of King ShoNei and his subjects to the second 

Shogun and Ieyasu, the founder of the Tokugawa shogunate. The second problem was solved when 

King ShoNei decided to adopt the first son of ShoHou, who was a member of the collateral line of 

the royal family, as his successor. The Shimazu family, the conqueror, approved this decision for the 

first time. The Shimazu family imposed King ShoNei’s duty and ordered him to go home when his 

duty was completed. 

　The Ming government strictly restricted Ryukyu’s conventional tribute and official trade. This 

restriction was disadvantageous to the Satsuma Domain because it attempted to make profits from 

trade with the Ming government through Ryukyu. Moreover, King ShoNei was reluctant to improve 

diplomatic relations with the Ming government.

　Although the age of ShoHou was similar to that of King ShoNei’s uncle-in-law, the Shimazu 

family expected ShoHou to be the next king instead of his son. ShoHou petitioned the Ming 

government to approve him as the son of King ShoNei, so as to be the throne of Zhongshanwang 

（the king of Ryukyu） after ShoNei’s death. The Emperor of the Ming Dynasty enthroned ShoHou 

without hindrance. Thus, the problem between the Ming government and Ryukyu was settled 

peacefully.

　ShoNei and ShoHou belong to the same generation originated from the founder ShoYen. How did 

the royal family and the government recognize the relationship between these two kings and set 

up their spiritual tablets on the altar in the temples or the places of genealogical tables in history 

books? This study demonstratively investigated the above-mentioned recognition and set up.

　It is important to understand the establishment process of rituals for ancestor worship of the 

Second Syo Dynasty. The results obtained in this study contribute to research on historical features 

of monarchies in East Asia.
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